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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波長の異なる複数の信号チャネルを含み、該各波長の信号レベルがほぼ揃った波長多重
信号光が入力され、該波長多重信号光を分波器で少なくとも２つの波長帯域の信号光に分
割し、該分割された各波長帯域の信号光を各々に対応した光増幅部でそれぞれ増幅し、該
各増幅部から出力される信号光のトータルパワーを予め設定したレベルで一定に制御し、
該出力一定制御された各波長帯域の信号光を合波器で合波する光増幅方法において、
　前記各光増幅部に入力される信号光のレベルの変化に応じて前記各光増幅部の利得設定
をそれぞれ変化させたときに、前記各光増幅部でそれぞれ発生する光出力レベルの波長間
偏差が予め設定した範囲内となるように、前記各光増幅部の利得設定の変化に対応した利
得波長特性の変化の違いに応じて、前記分波器の各出力ポートから出力される信号光の帯
域幅を異なる値に設計すると共に、
　前記分波器に入力される波長多重信号光のチャネル数変化を伴わないパワーレベルの変
動に対して、前記各光増幅部の利得を個々に調整することにより、前記合波器で合波され
る波長多重信号光の各波長の信号レベルを予め設定した範囲内にすることを特徴とする光
増幅方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の光増幅方法であって、
　前記分波器に入力される波長多重信号光を前段光増幅部により一括して増幅し、該増幅
された波長多重信号光を前記分波器に与えることを特徴とする光増幅方法。
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【請求項３】
　波長の異なる複数の信号チャネルを含み、該各波長の信号レベルがほぼ揃った波長多重
信号光が与えられる入力ポートを有し、該入力ポートからの波長多重信号光を少なくとも
２つの波長帯域の信号光に分割し、該各波長帯域に対応した出力ポートからそれぞれ出力
する分波器と、
　前記分波器の各出力ポートから出力される信号光をそれぞれ増幅する複数の光増幅部と
、
　前記各光増幅部から出力される信号光を合波する合波器と、
　前記各光増幅部から出力される信号光のトータルパワーを予め設定したレベルで一定に
制御する複数の制御部と、を備えた光増幅器において、
　前記分波器は、前記入力ポートに与えられる波長多重信号光の入力ダイナミックレンジ
に対応して発生する、前記各光増幅部に入力される信号光のレベルの変化に応じて、前記
各光増幅部の利得設定をそれぞれ変化させたときに、前記各光増幅部でそれぞれ発生する
光出力レベルの波長間偏差が、前記入力ダイナミックレンジに対応して決まる前記光入力
レベルの変化範囲について、零から所定の値までの範囲内に抑えられるように、前記各光
増幅部の利得設定の変化に対応した利得波長特性の変化の違いに応じて、各出力ポートか
ら出力される信号光の帯域幅が異なる値に設計された分波特性を有し、
　前記各制御部は、前記分波器の入力ポートに与えられる波長多重信号光のチャネル数変
化を伴わないパワーレベルの変動に対して、前記各光増幅部の利得を個々に調整すること
により、前記合波器で合波されるＷＤＭ信号光の各波長の信号レベルの偏差をおよそ１ｄ
Ｂの範囲内にすることを特徴とする光増幅器。
【請求項４】
　請求項３に記載の光増幅器であって、
　前記各光増幅部は、前記分波器の各出力ポートと前記合波器の各入力ポートとの間を繋
ぐ各々の光路上に着脱可能に設けられることを特徴とする光増幅器。
【請求項５】
　請求項１に記載の光増幅方法であって、
　初期導入時、前記分波器の各出力ポートのうち、運用チャネルを収容可能な最小の帯域
幅に対応した出力ポートに繋がる光路上にのみ前記光増幅部を設けて、該光路を伝搬する
信号光を増幅することを特徴とする光増幅方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、波長の異なる複数の信号チャネルを含んだ波長多重（ＷＤＭ）信号光を増幅
するための方法および光増幅器に関し、特に、光入力レベルの変化により各波長の信号チ
ャネル間に発生する光出力レベルの偏差を低減するための光増幅技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＷＤＭ光伝送システムは、トラフィックの伝送容量の需要に応じた信号チャネルで運用
される。通例、運用開始時における信号チャネル数は比較的少なく設定され、需要の増加
に応じて信号チャネルを増設して伝送容量の拡大が図られる。
　上記のようなＷＤＭ光伝送システムで使用される光増幅器（以下、ＷＤＭ光増幅器と表
記することもある）は、一般的に、基本性能として次の（１）～（３）が不可欠である。
（１）少ない出力レベル偏差（平坦な利得波長特性）
（２）伝送距離の違いまたは伝送路の損失の変化に対応できる広い入力ダイナミックレン
ジ
（３）低雑音指数（Noise Figure；ＮＦ）特性
　従来、ＷＤＭ光増幅器は、これらの基本機能を備え、かつ、最大に入力される信号チャ
ネル数において所望の光出力パワーが得られるように設計される。具体的には、例えば図
１５に示すように、すべての波長の信号チャネルを一括して増幅することのできる２段構
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成の光増幅部１０１，１０２（例えば、エルビウム添加光ファイバ増幅器（ＥＤＦＡ）等
）の段間に可変光減衰器（ＶＯＡ）１０３を接続して、後段の光増幅部１０２から出力さ
れるＷＤＭ信号光のトータルパワーが一定となるように可変光減衰器１０３の減衰量を調
整する構成が知られている。
【０００３】
　また、例えば図１６に示すように、ＷＤＭ光増幅器に入力されるＷＤＭ信号光を分波器
２０１を用いて複数の波長帯域に分波し、各波長帯域の信号光を各々に対応した光増幅部
２０２1～２０２Nで増幅した後に可変光減衰器（ＶＯＡ）２０３1～２０３Nで光出力パワ
ーを調整し、それぞれの可変光減衰器２０３1～２０３Nから出力される各信号光を合波器
２０４を用いて合波する構成も提案されている（例えば、特許文献１，２参照）。
【特許文献１】特開２００２－５７３８９号公報
【特許文献２】特開２００１－５３６８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記の図１５に示したような従来のＷＤＭ光増幅器では、信号チャネル数の
増加に伴って光増幅部１０１，１０２で必要となる励起光パワーが増加するので、すべて
の信号チャネルを一括して増幅するためには大出力の励起光源を搭載する必要がある。し
かし、大出力の励起光源は高価であり、そのような励起光源を搭載したＷＤＭ光増幅器は
高コストな製品となってしまうという欠点がある。
【０００５】
　また、上記の図１５および図１６に示したようなＷＤＭ光増幅器は、通常、ＷＤＭ光伝
送システムにおける信号チャネル数が少ない運用状態でも使用される。このため、従来の
ＷＤＭ光増幅器を用いて多中継伝送を行うＷＤＭ光伝送システムは、初期導入時等におい
て少ない信号チャネル数での運用が想定される場合、図１７に例示するように運用チャネ
ル数に対する装置コストが割高な製品となってしまう。このため、ＷＤＭ光伝送システム
を購入する顧客にとって、従来のＷＤＭ光増幅器を用いたシステムは、初期導入時のコス
トが高く、伝送容量が少ない運用状態において対費用効果の悪い投資になってしまうとい
う課題があった。加えて、初期導入時に想定する最大伝送容量の予測を誤り、最大に伝送
可能な信号チャネル数に至らない運用状態となる可能性もあり、顧客は過剰な設備投資と
いうリスクを負うことになってしまう。今後、ＷＤＭ信号光の高密度化技術が進むと、Ｗ
ＤＭ光増幅器のトータル出力パワーが大きくなって励起光パワーが多く必要となるため、
上記のようなリスクがより顕著となることが予想される。
【０００６】
　さらに、前述の図１６に示したような従来のＷＤＭ光増幅器の構成に関しては、分波器
２０１で分波され各光増幅部２０２1～２０２Nでそれぞれ増幅された各波長帯域の信号光
パワーが所要のレベルで一定となり平坦な波長特性が得られるように、各々の波長帯域に
対応させて可変光減衰器２０３1～２０３Nを個別に設けているため、構成が複雑なものに
なってコストの上昇を招いてしまうという問題点もある。この問題点に関しては、例えば
、各可変光減衰器２０３1～２０３Nを設ける代わりに各光増幅部２０２1～２０２Nの利得
を調整して、各々の波長帯域の信号光パワーが一定のレベルとなるように制御することも
考えられる。しかし、この場合、ＷＤＭ光増幅器に入力されるＷＤＭ信号光のトータルパ
ワーの変動（入力ダイナミックレンジ）に対して、各光増幅部２０２1～２０２Nの利得調
整により出力一定制御を行うと、各々の光増幅部２０２1～２０２Nの利得波長特性がそれ
ぞれ変化してしまうため、ＷＤＭ信号光の波長帯域全体に亘る光出力レベルの偏差が大き
くなる。このため、前述した（１）および（２）の基本性能を十分に満足することが難し
くなるという課題がある。
【０００７】
　本発明は上記の点に着目してなされたもので、ＷＤＭ信号光の入力レベルの変動に対し
て簡略な構成によりＷＤＭ信号光の波長帯域全体に亘る光出力レベルの偏差を小さく抑え
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ることのできるＷＤＭ信号光の増幅方法を実現し、低コストの光増幅器を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明の光増幅方法は、波長の異なる複数の信号チャネル
を含み、該各波長の信号レベルがほぼ揃ったＷＤＭ号光が入力され、該ＷＤＭ信号光を分
波器で少なくとも２つの波長帯域の信号光に分割し、該分割された各波長帯域の信号光を
各々に対応した光増幅部でそれぞれ増幅し、該各増幅部から出力される信号光のトータル
パワーを予め設定したレベルで一定に制御し、該出力一定制御された各波長帯域の信号光
を合波器で合波する光増幅方法である。この光増幅方法では、前記各光増幅部に入力され
る信号光のレベルの変化に応じて前記各光増幅部の利得設定をそれぞれ変化させたときに
、前記各光増幅部でそれぞれ発生する光出力レベルの波長間偏差が予め設定した範囲内と
なるように、前記各光増幅部の利得設定の変化に対応した利得波長特性の変化の違いに応
じて、前記分波器の各出力ポートから出力される信号光の帯域幅を異なる値に設計すると
共に、前記分波器に入力されるＷＤＭ信号光のチャネル数変化を伴わないパワーレベルの
変動に対して、前記各光増幅部の利得を個々に調整することにより、前記合波器で合波さ
れる波長多重信号光の各波長の信号レベルを予め設定した範囲内にする。
【０００９】
　また、本発明の光増幅器は、波長の異なる複数の信号チャネルを含み、該各波長の信号
レベルがほぼ揃ったＷＤＭ信号光が与えられる入力ポートを有し、該入力ポートからのＷ
ＤＭ信号光を少なくとも２つの波長帯域の信号光に分割し、該各波長帯域に対応した出力
ポートからそれぞれ出力する分波器と、前記分波器の各出力ポートから出力される信号光
をそれぞれ増幅する複数の光増幅部と、前記各光増幅部から出力される信号光を合波する
合波器と、前記各光増幅部から出力される信号光のトータルパワーを予め設定したレベル
で一定に制御する複数の制御部と、を備える。前記分波器は、前記入力ポートに与えられ
る波長多重信号光の入力ダイナミックレンジに対応して発生する、前記各光増幅部に入力
される信号光のレベルの変化に応じて、前記各光増幅部の利得設定をそれぞれ変化させた
ときに、前記各光増幅部でそれぞれ発生する光出力レベルの波長間偏差が、前記入力ダイ
ナミックレンジに対応して決まる前記光入力レベルの変化範囲について、零から所定の値
までの範囲内に抑えられるように、前記各光増幅部の利得設定の変化に対応した利得波長
特性の変化の違いに応じて、各出力ポートから出力される信号光の帯域幅が異なる値に設
計された分波特性を有する。前記各制御部は、前記分波器の入力ポートに与えられるＷＤ
Ｍ信号光のチャネル数変化を伴わないパワーレベルの変動に対して、前記各光増幅部の利
得を個々に調整することにより、前記合波器で合波されるＷＤＭ信号光の各波長の信号レ
ベルの偏差をおよそ１ｄＢの範囲内にする。
【００１０】
　上記のようなＷＤＭ信号光の増幅方法および光増幅器では、光増幅されるＷＤＭ信号光
が分波器に入力されることにより、各光増幅部の利得波長特性に応じて帯域幅の適化され
た少なくとも２つの波長帯域に分割されて各出力ポートから各光増幅部に出力され、各々
の光増幅部で増幅された後に合波器に送られて再びＷＤＭ信号光に合波される。このとき
、各光増幅部の利得の設定が個々に調整されることによって、合波器で合波されるＷＤＭ
信号光の各波長の信号レベルを予め設定された範囲内とする出力一定制御が行われる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によるＷＤＭ信号光の増幅方法および光増幅器によれば、各光増幅部の利得設定
の変化に対応した利得波長特性の変化の違いに応じて分波器の各出力ポートから出力され
る信号光の帯域幅を最適化すると共に、ＷＤＭ信号光の入力レベルの変動に対応させて各
光増幅部の利得を調整して出力一定制御を行うようにしたことで、レベル調整用の可変光
減衰器等を必要としない簡略な構成により、ＷＤＭ信号光の全波長帯域に亘ってレベル偏
差の抑えられた増幅出力を得ることが可能になる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の光増幅器を実施するための最良の形態について添付図面を参照しながら
説明する。なお、全図を通して同一の符号は同一または相当部分を示すものとする。
　図１は、本発明の第１実施形態による光増幅器の構成を示すブロック図である。
　図１において、第１実施形態の光増幅器１は、例えば、入力端子ＩＮに与えられるＷＤ
Ｍ信号光をＮ個（ただし、Ｎ≧２とする）の波長帯域に分割する分波器１１と、該分波器
１１の各出力ポートＰ1～ＰNにそれぞれ接続されるＮ個の光増幅部１２1～１２Nと、該各
光増幅部１２1～１２Nからの出力光を合波する合波器１３と、を備える。また、光増幅部
１２1～１２Nのそれぞれに対しては、各々の出力光の一部を分岐する光カプラ２３1～２
３Nと、該光カプラ２３1～２３Nで分岐された光のパワーを測定する出力モニタ２４1～２
４Nと、各出力モニタ２４1～２４Nの測定値を基に各光増幅部１２1～１２Nにおける利得
を個々に調整する制御回路２５1～２５Nとが設けられる。なお、このような構成では、光
カプラ２３1～２３N、出力モニタ２４1～２４Nおよび制御回路２５1～２５Nが複数の制御
部として機能する。
【００１３】
　分波器１１は、入力端子ＩＮに入力されたＷＤＭ信号光が入力ポートＰ0に与えられ、
そのＷＤＭ信号光を波長帯域の異なるＮ個の信号光に分割して、各波長帯域の信号光を対
応する出力ポートＰ1～ＰNからそれぞれ出力する。この分波器１１の分波特性（透過波長
特性）は、例えば図２（ただし、Ｎ＝４の場合）に示すように、各出力ポートＰ1～ＰNか
ら出力される信号光の帯域幅ΔλP1～ΔλPNが異なった値となるように予め設計される。
上記の各帯域幅ΔλP1～ΔλPNは、後で詳しく説明するように、本光増幅器１から出力さ
れるＷＤＭ信号光の波長帯域全体に亘る光出力レベルの偏差が予め設定した範囲内となる
ように、各光増幅部１２1～１２Nの利得波長特性に応じて個別に設定されている。
【００１４】
　各光増幅部１２1～１２Nは、分波器１１の各出力ポートＰ1～ＰNから出力される信号光
の波長帯域を含んだ増幅帯域を持つ公知の光増幅器を用いて構成される。各光増幅部１２

1～１２Nから出力される信号光は、光カプラ２３1～２３Nを介して合波器１３の対応する
各入力ポートＰ1’～ＰN’に送られる。なお、ここでは、各光増幅部１２1～１２Nおよび
各光カプラ２３1～２３Nは、分波器１１の各出力ポートＰ1～ＰNと合波器１３の各入力ポ
ートＰ1’～ＰN’との間の光路上に例えばコネクタ等を介して着脱可能な状態で設けられ
ている。上記の各光増幅部１２1～１２Nにおける利得の設定は、各制御回路２５1～２５N

からの制御信号に従って個別に制御されており、後述するように分波器１１に入力される
ＷＤＭ信号光のチャネル数変化を伴わないトータルパワーの変動に対応した出力一定制御
が各々の光増幅部１２1～１２Nで行われる。各光増幅部１２1～１２Nの具体例としては、
希土類添加ファイバ増幅器や半導体光増幅器（ＳＯＡ）、集中ラマン増幅器などが挙げら
れる。
【００１５】
　合波器１３は、各光増幅部１２1～１２Nからそれぞれ出力される信号光が入力ポートＰ

1’～ＰN’に与えられ、各々の信号光を合波して出力ポートＰ0’から出力する。
　ここで、分波器１１の各出力ポートＰ1～ＰNから出力される信号光の帯域幅ΔλP1～Δ
λPNについて詳しく説明する。
　前述したように分波器１１の各帯域幅ΔλP1～ΔλPNは、本光増幅器１の光出力レベル
の波長間偏差が予め設定した範囲内となるように、各光増幅部１２1～１２Nの利得波長特
性に応じて設定される。具体的に、各光増幅部１２1～１２Nとして例えばエルビウムドー
プファイバ増幅器（ＥＤＦＡ）を用いた場合、その利得波長特性は、図３に例示するよう
に、利得の設定、すなわち増幅媒体であるエルビウムドープファイバへの励起光の供給パ
ワーによって決まる反転分布状態に応じて変化する。図３の一例では、比較的低い利得設
定の場合、１．５８μｍ付近の短波長側の利得に比べて１．５９μｍ付近の長波長側の利
得のほうが高くなる一方、比較的高い利得設定の場合には、１．５８μｍ付近の短波長側
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の利得に比べて１．５９μｍ付近の長波長側の利得のほうが低くなる。
【００１６】
　このような利得設定に応じた利得波長特性の変化は、各光増幅部１２1～１２Nに入力さ
れる信号光の光入力レベルの変化に対して、各々の利得を調整することで光出力レベルを
一定に制御するような場合に、各光増幅部１２1～１２Nでそれぞれ発生する光出力レベル
の偏差が互いに異なるようになってしまう可能性がある。すなわち、上述の図１６に例示
したような従来の構成では、光増幅器に入力されるＷＤＭ信号光が分波器によって同じ帯
域幅を有する複数の信号光に分割される。このため、上記のように光入力レベルに応じて
各光増幅部の利得を調整して各光増幅部の出力一定制御を行った場合には、各光増幅部に
おける利得の変化の傾斜が異なるようになるので、同じ幅の波長帯域内で発生する光出力
レベルの偏差が波長帯域ごとに相違してしまう。
【００１７】
　図４は、ＷＤＭ信号光の分波を同じ帯域幅で行う従来の構成における光出力レベルの偏
差の一例を、前述した図３の利得波長特性に対応させて示した図である。ここでは、ある
光入力レベル（基準レベル）に対応した利得の設定において光出力レベルの偏差が略零と
なるような基準状態（図中の太線）を想定し、その基準状態に対して光入力レベルが低下
した場合に発生する光出力レベルの偏差（図中の細線）と、光入力レベルが上昇した場合
に発生する光出力レベルの偏差（図中の点線および破線）とが模式的に示してある。
【００１８】
　この図４の一例では、長波長側の光増幅部で発生する光出力レベルの偏差は比較的小さ
く抑えられているものの、短波長側の光増幅部で発生する光出力レベルの偏差が長波長側
に比べて大きくなっていて、ＷＤＭ信号光の波長帯域全体で生じる光出力レベルの偏差を
所要の範囲内に制御するのが難しいことが分かる。このため、従来のＷＤＭ光増幅器では
、分波後の各波長帯域に対応した光路上にレベル調整用の可変光減衰器等をそれぞれ設け
て、各々の光出力レベルの波長間偏差を個々に制御するようにしていた。
【００１９】
　これに対して本実施形態は、分波器１１の各出力ポートＰ1～ＰNから出力される信号光
の帯域幅ΔλP1～ΔλPNを、従来のように同じ幅とするのではなく、各光増幅部１２1～
１２Nの利得波長特性に関する情報を予め取得しておき、その情報に基づいて各々の波長
帯域内で生じる光出力レベルの偏差が予め設定した範囲内となるように個々の帯域幅Δλ

P1～ΔλPNを最適化する。具体的に、各光増幅部１２1～１２Nとして前述の図３に示した
利得波長特性を有するＥＤＦＡを用いた場合には、例えば図５に示すように、ＷＤＭ信号
光の波長帯域全体で発生する光出力レベルの偏差がおよそ１ｄＢ程度に抑えられるよう、
利得波長特性の変化が大きい短波長側の帯域幅を相対的に狭くし、利得波長特性の変化が
小さい長波長側の帯域幅を相対的に広くする。このように、分波器１１の各出力ポートＰ

1～ＰNから出力される信号光の帯域幅ΔλP1～ΔλPNを個々に最適化することによって、
従来のようなレベル調整用の可変光減衰器を省略することが可能となる。
【００２０】
　次に、第１実施形態の光増幅器１の動作について説明する。
　上記のような構成の光増幅器１では、入力端子ＩＮに入力されるＷＤＭ信号光は分波器
１１に送られる。分波器１１の入力ポートＰ0に与えられたＷＤＭ信号光は、前述の図２
に示した透過波長特性に従ってＮ個の信号光に分割されて各出力ポートＰ1～ＰNから出力
される。分波器１１の各出力ポートＰ1～ＰNからの出力光は、各光増幅部１２1～１２Nに
送られてそれぞれ増幅される。各光増幅部１２1～１２Nから出力された信号光は、光カプ
ラ２３1～２３Nを介して合波器１３に送られると共に、その一部が光カプラ２３1～２３N

で分岐されて出力モニタ２４1～２４Nに送られる。合波器１３の各入力ポートＰ1’～ＰN

’に与えられた信号光は再び１つのＷＤＭ信号光に合波され、出力端子ＯＵＴから出力さ
れる。
【００２１】
　出力モニタ２４1～２４Nでは、光カプラ２３1～２３Nからの分岐光のパワーがそれぞれ
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測定され、各々の測定結果を示す信号が各制御回路２５1～２５Nに出力される。各制御回
路２５1～２５Nでは、出力モニタ２４1～２４Nの測定結果を基に、各々の光増幅部１２1

～１２Nから出力される信号光のトータルパワーが判断される。そして、分波器１１に入
力されるＷＤＭ信号光についてチャネル数変化を伴わないレベル変動が生じた場合でも、
各光増幅部１２1～１２Nの出力光パワーが予め設定したレベルで一定となるように各々の
利得を調整する制御信号が生成され、各光増幅部１２1～１２Nにそれぞれ出力される。各
光増幅部１２1～１２Nでは、制御回路２５からの制御信号に従って、各々の増幅媒体に対
する励起光の供給パワーが調整される。
【００２２】
　このように光増幅器１に入力されるＷＤＭ信号光のレベル変動に対応させて各光増幅部
１２1～１２Nの利得をそれぞれ調整して、各光増幅部１２1～１２Nに対して出力一定制御
を行うようにしても、分波器１１の各帯域幅ΔλP1～ΔλPNが各光増幅部１２1～１２Nの
利得波長特性を考慮して最適化されているため、前述の図５に例示したように各光増幅部
１２1～１２Nの光出力レベルの偏差が約１ｄＢの範囲内に抑えられる。そして、各光増幅
部１２1～１２Nから出力される信号光が合波器１３で合波されることにより、出力パワー
レベルが予め設定した範囲内に制御された平坦な波長特性を有するＷＤＭ信号光が生成さ
れ、そのＷＤＭ信号光が出力端子ＯＵＴから外部に出力されるようになる。
【００２３】
　上記のように第１実施形態の光増幅器１によれば、各光増幅部１２1～１２Nの利得波長
特性に応じて、分波器１１の各出力ポートＰ1～ＰNから出力される信号光の帯域幅ΔλP1

～ΔλPNを最適化し、ＷＤＭ信号光の入力信号レベルの変動に対応させて各光増幅部１２

1～１２Nの利得を調整して各光増幅部１２1～１２Nに対して出力一定制御を行うようにし
たことで、従来のようなレベル調整用の可変光減衰器等を必要としない簡略な構成によっ
て、ＷＤＭ信号光の全波長帯域に亘ってレベル偏差の抑えられた増幅出力を得ることが可
能になる。
【００２４】
　また、各光増幅部１２1～１２Nおよび光カプラ２３1～２３Nが、分波器１１および合波
器１３の間の各光路上にコネクタ等を用いて着脱可能に設けられるようにしたことで、信
号チャネル数に応じて光増幅部の増設若しくは減設を容易に行うことができる。このため
、例えば、初期導入時に少ない信号チャネル数での運用が想定される場合であっても、分
波器１１の帯域幅ΔλP1～ΔλPNを考慮して、運用チャネルを収容可能な最小の帯域幅に
対応した出力ポートにのみ光増幅部を設けるようにすることで装置コストを低減すること
ができる。そして、伝送容量の需要の増大に応じて光増幅部を増設するようにすれば効率
的な設備投資を行うことが可能になる。具体的に、例えば最大チャネル数が８０波の光増
幅器において１６波までの運用を行う場合には、従来の構成の光増幅器に要するコストと
比較して約６０％のコストで本実施形態の光増幅器１を実現できるようになる。
【００２５】
　なお、上記第１実施形態の説明では、各光増幅部１２1～１２Nとして同様の利得波長特
性を持つＥＤＦＡの使用を想定したが、利得波長特性の異なる任意の光増幅器を各光増幅
部１２1～１２Nに用いることが可能である。この場合にも、各々の光増幅部１２1～１２N

の利得波長特性に関する情報を予め取得しておき、それに基づいて分波器１１の各出力ポ
ートＰ1～ＰNから出力される信号光の帯域幅ΔλP1～ΔλPNを個々に最適設計すればよい
。
【００２６】
　また、分波器１１の各帯域幅ΔλP1～ΔλPNを最適化して光出力レベルの偏差が予め設
定した範囲内（例えば、１ｄＢ程度）に抑えられるようにしたが、例えば図６の光増幅器
１’に示すように、分波器１１および合波器１３の間の各光路上に利得等化器（ＧＥＱ）
１４1～１４Nをそれぞれ配置して、基準レベルのＷＤＭ信号光が入力されるときに各光増
幅部１２1～１２Nで発生する利得偏差を対応する利得等化器１４1～１４Nで補償し、光入
力レベルが基準値から変動した場合に生じる光出力レベルの波長間偏差を本発明の構成に
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よって補償するようにしてもよい。
【００２７】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　図７は、本発明の第２実施形態による光増幅器の構成を示すブロック図である。
　図７において、第２実施形態の光増幅器２の構成が上述した第１実施形態の光増幅器１
の構成（図１）と異なる点は、入力端子ＩＮと分波器１１の間に、前段光増幅部３１、光
カプラ３３、出力モニタ３４および制御回路３５を配置した点である。上記以外の他の部
分の構成は第１実施形態の場合と同様であるため、ここでの具体的な説明は省略する。
【００２８】
　前段光増幅部３１は、入力端子ＩＮに与えられるＷＤＭ信号光を一括して増幅すること
の可能な公知の光増幅器を用いて構成される。前段光増幅部３１の出力光は、その一部が
光カプラ３３で分岐されて出力モニタ３４に送られ、出力モニタ３４では光カプラ３３か
らの分岐光のパワーが測定されて、その測定結果を示す信号が制御回路３５に出力される
。この前段光増幅部３１の動作は、制御回路３５から送られてくる制御信号に従って出力
一定制御されている。上記の前段光増幅部３１の具体例としては、希土類添加ファイバ増
幅器、半導体光増幅器（ＳＯＡ）、ラマン増幅器などを挙げることができる。
【００２９】
　本実施形態では、上記のような前段光増幅部３１が分波器１１の前段に配置されること
により、分波器１１の各帯域幅ΔλP1～ΔλPNの設計と、各光増幅部１２1～１２Nの利得
の設定とが、前段光増幅部３１の利得波長特性および各光増幅部１２1～１２Nの利得波長
特性を考慮して行われ、光増幅器２全体での光出力レベルの偏差が予め設定した範囲内と
なるようにされる。具体的に、ここでは前段光増幅部３１が例えば図８に示すような利得
波長特性を持つ場合を想定して、上記の内容を詳しく説明することにする。ただし、本発
明における前段光増幅部３１の利得波長特性が図８の一例に限定されることを意味するも
のではない。
【００３０】
　図８に示した各利得波長特性は、前段光増幅部３１に入力されるＷＤＭ信号光のトータ
ルパワーＰｉｎをＰｉｎ１－５ｄＢ、Ｐｉｎ１およびＰｉｎ１＋５ｄＢとして、前段光増
幅部３１の利得を調整して光出力レベルが一定となるようにした場合の一例である。この
ような利得波長特性を持つ前段光増幅部３１について、光入力レベルがＰｉｎ＝Ｐｉｎ１
のときの光出力レベルを基準とし、それに対するＰｉｎ＝Ｐｉｎ１±５ｄＢ時の光出力レ
ベルの差を求めると、図９に示すような波長に対する出力レベル差の関係が得られる。本
実施形態では、上記のような前段光増幅部３１についての光入力レベルの変化に対する光
出力レベルの波長依存性が、後段の各光増幅部１２1～１２Nにおける光増幅によって補償
されるようにする。
【００３１】
　これを実現するためには、まず、前段光増幅部３１から出力されるＷＤＭ信号光を分波
器１１で幾つに分割するか（分波器１１の出力ポート数Ｎ）と、各光増幅部１２1～１２N

に使用する光増幅器の利得波長特性とが決定した段階で、上述の第１実施形態の場合と同
様にして、分波器１１の各帯域幅ΔλP1～ΔλPNを最適設計する。そして、分波器１１の
各帯域幅ΔλP1～ΔλPNが決まると、例えば図１０に示すように光入力レベルＰｉｎに対
応させて各光増幅部１２1～１２Nの利得を設定することによって、前述の図９に示した前
段光増幅部３１の光出力レベルの波長依存性が各光増幅部１２1～１２Nでの光増幅によっ
て補償されるようにする。
【００３２】
　図１０のように各光増幅部１２1～１２Nの利得を設定することによって、前段光増幅部
３１と各光増幅部１２1～１２Nとを組み合わせた全体の利得波長特性は、図１１に示すよ
うなものとなる。したがって、本光増幅器２の出力端子ＯＵＴから出力されるＷＤＭ信号
光は、図１２に示すように入力ダイナミックレンジ（Ｐｉｎ１±５ｄＢ）に対して一定の
レベルに制御され、かつ、全波長帯域に亘る光出力レベルの偏差が１ｄＢ程度の狭い範囲
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内に抑えられたものとなる。
【００３３】
　上記のように第２実施形態の光増幅器２によれば、前段光増幅部３１を設けたことで、
分波器１１で発生する損失等が前段光増幅部３１で補償されるようになるため、光増幅器
２のＮＦ特性の改善を図ることができる。また、前段光増幅部３１で生じる利得波長特性
は、後段の各光増幅部１２1～１２Nにおける光増幅によって補償されるため、第１実施形
態の場合と同様に、ＷＤＭ信号光の全波長帯域に亘ってレベル偏差の抑えられた増幅出力
を得ることが可能である。
【００３４】
　なお、上記の第２実施形態では、前段光増幅部３１で生じる利得波長特性が各光増幅部
１２1～１２Nによって補償される構成を示したが、本発明はこれに限らず、例えば前段光
増幅部３１の出力段等に利得等化器を設け、この利得等化器によって前段光増幅部３１で
生じる利得波長特性を補償するようにしてもよい。この場合、各光増幅部１２1～１２Nの
利得の設定は第１実施形態の場合と同様にすればよい。また、光入力レベルの変化に対し
て前段光増幅部３１を出力一定制御する場合を説明したが、前段光増幅部３１を利得一定
制御することも可能である。この場合、利得一定制御された前段光増幅部３１の利得波長
特性は光入力レベルの変化に対して略一定となるため、その利得波長特性の補償は固定の
利得等化器を用いて行うようにしてもよい。
【００３５】
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　図１３は、本発明の第３実施形態による光増幅器の構成を示すブロック図である。
　図１３において、第３実施形態の光増幅器３は、上述した第２実施形態の光増幅器２に
ついて、光カプラ３３と分波器１１の間の光路上に分散補償部３２を設けるようにした応
用例である。
【００３６】
　分散補償部３２は、例えば、本光増幅器３に接続される図示しない光伝送路の波長分散
特性とは逆の波長分散特性を備えた、分散補償ファイバ（ＤＣＦ）やファイバグレーティ
ングなどを用いて構成される。この分散補償部３２は、ここでは、光カプラ３３と分波器
１１の間の光路上にコネクタ等を介して着脱可能に取り付けられている。
　上記のような構成の光増幅器３によれば、入力端子ＩＮに与えられるＷＤＭ信号光に生
じた波長分散を分散補償部３２によって補償することが可能になる。また、この分散補償
部３２はコネクタ等を用いて着脱可能に設けられているため、波長分散補償を実施する必
要性や補償量の変更等に柔軟に対応することができる。
【００３７】
　なお、上記の第３実施形態では、光カプラ３３と分波器１１の間の光路上に分散補償部
３２を設ける一例を示したが、分散補償部３２の配置は上記に限定されるものではなく、
例えば図１４の光増幅器３’に示すように、分波器１１の各出力ポートＰ1～ＰNと各光増
幅部１２1～１２Nとの間の光路上に分散補償部３２1～３２Nをそれぞれ設けるようにして
も構わない。また、前段光増幅部３１を備えた構成について分散補償部３２を設ける応用
例を示したが、前段光増幅部３１を備えていない構成についても分散補償部を設けるよう
にすることが勿論可能である。
【００３８】
　以上、本明細書で開示した主な発明について以下にまとめる。
【００３９】
（付記１）波長の異なる複数の信号チャネルを含んだ波長多重信号光を分波器で少なくと
も２つの波長帯域の信号光に分割し、該分割された各波長帯域の信号光を各々に対応した
光増幅部でそれぞれ増幅し、該各増幅部から出力される信号光のトータルパワーを予め設
定したレベルで一定に制御し、該出力一定制御された各波長帯域の信号光を合波器で合波
する光増幅方法において、
　前記各光増幅部でそれぞれ発生する光出力レベルの波長間偏差が予め設定した範囲内と
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なるように、前記分波器の各出力ポートから出力される信号光の帯域幅を前記各光増幅部
の利得波長特性に応じた異なる値に設計すると共に、
　前記分波器に入力される波長多重信号光のチャネル数変化を伴わないパワーレベルの変
動に対して、前記各光増幅部の利得を個々に調整することにより、前記合波器で合波され
る波長多重信号光の各波長の信号レベルを予め設定した範囲内にすることを特徴とする光
増幅方法。
【００４０】
（付記２）付記１に記載の光増幅方法であって、
　前記分波器に入力される波長多重信号光を前段光増幅部により一括して増幅し、該増幅
された波長多重信号光を前記分波器に与えることを特徴とする光増幅方法。
【００４１】
（付記３）付記２に記載の光増幅方法であって、
　前記前段光増幅部に入力される波長多重信号光のチャネル数変化を伴わないパワーレベ
ルの変動に対して、前記前段光増幅部の利得を調整することにより、当該前段光増幅部か
ら出力される波長多重信号光のトータルパワーを一定に制御すると共に、前記各光増幅部
の利得設定を個々に調整することにより、前記前段光増幅部で発生する光出力レベルの波
長間偏差を補償し、かつ、前記合波器で合波される波長多重信号光の各波長の信号レベル
を予め設定した範囲内にすることを特徴とする光増幅方法。
【００４２】
（付記４）付記２に記載の光増幅方法であって、
　前記前段光増幅部に入力される波長多重信号光のチャネル数変化を伴わないパワーレベ
ルの変動に対して、前記前段光増幅部の利得を一定に制御すると共に、前記各光増幅部の
利得を個々に調整することにより前記合波器で合波される波長多重信号光の各波長の信号
レベルを予め設定した範囲内にすることを特徴とする光増幅方法。
【００４３】
（付記５）波長の異なる複数の信号チャネルを含んだ波長多重信号光を少なくとも２つの
波長帯域の信号光に分割し、該各波長帯域に対応した出力ポートからそれぞれ出力する分
波器と、
　前記分波器の各出力ポートから出力される信号光をそれぞれ増幅する複数の光増幅部と
、
　前記各光増幅部から出力される信号光を合波する合波器と、
　前記各光増幅部から出力される信号光のトータルパワーを予め設定したレベルで一定に
制御する複数の制御部と、を備えた光増幅器において、
　前記分波器は、前記各光増幅部でそれぞれ発生する光出力レベルの波長間偏差が予め設
定した範囲内となるように、各出力ポートから出力される信号光の帯域幅が前記各光増幅
部の利得波長特性に応じた異なる値に設計され、
　前記各制御部は、前記分波器に入力される波長多重信号光のチャネル数変化を伴わない
パワーレベルの変動に対して、前記各光増幅部の利得を個々に調整することにより、前記
合波器で合波されるＷＤＭ信号光の各波長の信号レベルを予め設定した範囲内にすること
を特徴とする光増幅器。
【００４４】
（付記６）付記５に記載の光増幅器であって、
　前記各光増幅部は、それぞれ、希土類添加ファイバ増幅器、半導体光増幅器およびラマ
ン増幅器のうちの少なくとも１つを含んで構成されることを特徴とする光増幅器。
【００４５】
（付記７）付記５に記載の光増幅器であって、
　前記各光増幅部は、前記分波器の各出力ポートと前記合波器の各入力ポートとの間を繋
ぐ各々の光路上に着脱可能に設けられることを特徴とする光増幅器。
【００４６】
（付記８）付記７に記載の光増幅器であって、
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　前記各光増幅部は、初期導入時、前記分波器の各出力ポートのうち、運用チャネルを収
容可能な最小の帯域幅に対応した出力ポートに繋がる光路上にのみ設けられることを特徴
とする光増幅器。
【００４７】
（付記９）付記５に記載の光増幅器であって、
　前記分波器に入力される波長多重信号光を一括して増幅する前段光増幅部を備えたこと
を特徴とする光増幅器。
【００４８】
（付記１０）付記９に記載の光増幅器であって、
　前記制御部は、前記前段光増幅部に入力される波長多重信号光のチャネル数変化を伴わ
ないパワーレベルの変動に対して、前記前段光増幅部の利得を調整することにより、当該
前段光増幅部から出力される波長多重信号光のトータルパワーを一定に制御すると共に、
前記各光増幅部の利得設定を個々に調整することにより、前記前段光増幅部で発生する光
出力レベルの波長間偏差を補償し、かつ、前記合波器で合波される波長多重信号光の各波
長の信号レベルを予め設定した範囲内にすることを特徴とする光増幅器。
【００４９】
（付記１１）付記９に記載の光増幅器であって、
　前記制御部は、前記前段光増幅部に入力される波長多重信号光のチャネル数変化を伴わ
ないパワーレベルの変動に対して、前記前段光増幅部の利得を一定に制御すると共に、前
記各光増幅部の利得を個々に調整することにより前記合波器で合波される波長多重信号光
の各波長の信号レベルを予め設定した範囲内にすることを特徴とする光増幅器。
【００５０】
（付記１２）付記９に記載の光増幅器であって、
　前記前段光増幅部は、希土類添加ファイバ増幅器、半導体光増幅器およびラマン増幅器
のうちの少なくとも１つを含んで構成されることを特徴とする光増幅器。
【００５１】
（付記１３）付記５に記載の光増幅器であって、
　前記波長多重信号光の入力レベルが予め設定した基準レベルに該当するときに前記各光
増幅部でそれぞれ発生する光出力レベルの波長間偏差を補償するための利得等化部を備え
たことを特徴とする光増幅器。
【００５２】
（付記１４）付記５に記載の光増幅器であって、
　前記波長多重信号光に発生した波長分散を補償する分散補償部を備えたことを特徴とす
る光増幅器。
【００５３】
（付記１５）付記１４に記載の光増幅器であって、
　前記分散補償部は、分散補償ファイバを用いて構成されることを特徴とする光増幅器。
【００５４】
（付記１６）付記１４に記載の光増幅器であって、
　前記分散補償部は、ファイバグレーティングを用いて構成されることを特徴とする光増
幅器。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１実施形態による光増幅器の構成を示すブロック図である。
【図２】上記の第１実施形態における分波器の各出力ポートに対応した透過帯域の一例を
示す図である。
【図３】上記の第１実施形態において各光増幅部に用いられるＥＤＦＡの利得波長特性の
一例を示す図である。
【図４】ＷＤＭ信号光の分波を同じ波長帯域幅で行う従来の光増幅器における光出力レベ
ルの波長間偏差の一例を示す図である。
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【図５】上記第１実施形態の光増幅器における光出力レベルの波長間偏差の一例を示す図
である。
【図６】上記の第１実施形態に関連した他の構成例を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２実施形態による光増幅器の構成を示すブロック図である。
【図８】上記の第２実施形態に用いられる前段光増幅部の利得波長特性の一例を示す図で
ある。
【図９】図８の利得波長特性を持つ前段光増幅部について、光出力レベルの波長特性を光
入力レベルの変化に応じて相対的に示した図である。
【図１０】上記の第２実施形態における各光増幅部の利得設定の一例を示す図である。
【図１１】上記の第２実施形態について前段光増幅部および各光増幅部を組み合わせた全
体の利得波長特性の一例を示す図である。
【図１２】上記第２実施形態の光増幅器から出力されるＷＤＭ信号光の波長帯域全体に亘
る光出力レベルの偏差の一例を示す図である。
【図１３】本発明の第３実施形態による光増幅器の構成を示すブロック図である。
【図１４】上記の第３実施形態に関連した他の構成例を示すブロック図である。
【図１５】従来のＷＤＭ光増幅器の構成例を示すブロック図である。
【図１６】従来のＷＤＭ光増幅器の他の構成例を示すブロック図である。
【図１７】従来のＷＤＭ光増幅器について、運用チャネル数に対する装置コストの一例を
示した図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１，１’，２，３，３’…光増幅器
　１１…分波器
　Ｐ1～ＰN…分波器の出力ポート
　ΔλP1～ΔλPN…分波器の透過帯域幅
　１２1～１２N…光増幅部
　１３…合波器
　１４1～１４N…利得等化器（ＧＥＱ）
　２３1～２３N，３３…光カプラ
　２４1～２４N，３４…出力モニタ
　２５1～２５N，３５…制御回路
　３１…前段光増幅部
　３２，３２1～３２N…分散補償部
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